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論点３．②サービス機能の集約化

「集落活性化推進事業」

１．背景・目的
人口減少や高齢化が先行・加速する条件不利地域（過
疎、山村、半島、離島、豪雪地域）において、定住人口・
滞在人口の流出抑制を図るため、既存の公共施設を再
編・再生し、公益サービスの維持確保、地域産業の活性
化による雇用確保等を支援する。

２．事業概要
１）対象地域
過疎、山村、半島、離島、豪雪の各法指定地域

２）補助対象
既存の公共施設を再編・再生する事業であって、以下
のいずれかに該当する事業の実施に必要な施設の整
備及び当該施設整備と一体的な調査等。
ア）地域ストック再編事業
地域住民に対する様々な公益サービス機能を維持
するため、既存公共施設の集約化によるワ ンストップ
サービスの実現やコストの低減を図る事業
イ）地域ストック再生事業
農林漁業、伝統工芸及びコミュニティビジネス等地域
産業の活性化又は地域と地域外との交流の活発化を
図るため、既存公共施設を再生し、産業、交流等の用
途に供する事業
３）事業主体：対象地域を含む市町村等
４）補助率：１／２以内

３．事業効果
条件不利地域において、公益サービスの維持確保、産
業の活性化及び地域間交流の促進による定住人口・滞
在人口の流出抑制が図られることにより、地方における
集落の活性化に寄与する

集落活性化推進事業

人口減少や高齢化が先行・加速する条件不利地域（過疎、山村、半島、離島、豪雪地域）において、公
益サービスの維持確保、産業の活性化及び地域間交流の促進を図るため、市町村等が行う既存の公
共施設を活用した施設整備等を支援する（補助率：1/2）。

地方再生戦略の取組みの３本柱
１．生活者の暮らしの確保
２．産業の振興
３．地域内外にわたる交流を通じ
た地域の発展

地方の農山漁村集落等では人口
減少・高齢化が先行・加速
⇒定住・滞在人口の増大が
大きな課題

地方の条件不利地域の財政状
況は非常に厳しい
○過疎地域の財政力指数

⇒０．２８（１８年度）

＜既存の公共施設を、暮らし、産業、交流の拠点として再編・再生＞

○医療、福祉、買物等暮らしを支える公益サービス機能の集約化によ
るワンストップサービスの提供とコスト削減

○遊休化した公共施設を、市町村等により地場産品の高付加価値化、
コミュニティビジネスの立ち上げ、地域資源を活用した交流等の拠
点として再生

公共施設の維持費等、地域経
営コストの削減が不可避
○公共施設等の統廃合
○遊休公共施設の有効活用

地方の課題

施策の方向性

具体的取組み

想
定
さ
れ
る
取
組
み
の
例

廃校舎の改修による診療所、郵便局、保育所
等の複合サービス施設の整備

これからも安心じゃ！

廃校舎の改修による診療所、郵便局、保育所
等の複合サービス施設の整備

これからも安心じゃ！

廃線の駅舎を交流拠点施設に改修し、体験

活動講座を開設

再編事業

再生事業

事業概要

1都市・地域整備局資料より国土計画局作成



地方における人口流出が深刻化する中、中心市と周辺市町村が役割分担して生活に必要な機能を確保する
定住自立圏構想の実現にあたり、周辺市町村が効果的かつ効率的に生活機能を提供する必要があるため、
本事業を創設して周辺市町村の中心集落の機能強化等による生活サービスの維持を図る。

中心市

中心集落

基礎集落

周辺市町村

生活機能の集約化 中継機能の強化

周辺市町村等において効果的・効率的に生活サービス

を提供するため、中心集落への生活機能の集約化を図
り、中心集落への交通手段の確保等と組み合わせた社
会実験を行う。

店舗等

中心集落 基礎集落

診療所スーパー

郵便局

旧道

旧道沿いの郵便局機能の一部
を商業施設等が立地する国道沿
いの空き店舗に移転するとともに、
旧道を走るバスルートを一時的に

国道ルートに変更。

集落外にある直販所等を中心集
落の空き店舗に移転するとともに、

周辺の生産者へ直接出向いて生
産物を集荷するサービス等を試行
的に実施。

住民が中心市まで行かなくても生活サービスを利用でき
るよう、中心市で提供されているサービスの一部を中心
集落で提供するなど中継機能の強化を図り、交通手段の
確保等と組み合わせた社会実験を行う。

病院
（中心市）

診療所
（中心集落）

地域住民

中心集落の診療所で定期検査を
受診できるよう遠隔医療システム
を試験的に導入するとともに、診

療所への送迎を試験的に実施。

遠隔医療 検査

定期検査に行く必要なくなる

図書館
（中心市）

公民館
（中心集落）

地域住民

中心市の図書館の本を周辺市
町村でも借りられるよう中心集落

の公民館等に図書検索・受付シス
テムを試験的に導入し、住民への
サービスを提供。

図書貸出

図書館まで出向く必要なくなる

国道

全国から事業内容の提案を募集し、先導的な案件を選定（10～20件程度）
○対象地域
定住自立圏を構成する周辺市町村等※の中心集落

○委託先
市町村、地域協議会（市町村及び民間事業者等により構成。市町村が代表
になっているものに限る。）

※中心市と周辺市町村の間の協定が締結されていなくても、定住自立圏形成に向けた取り組みを行っている周辺市町村は対象と
する。また、中心市が平成１１年度以降に合併している場合は、合併前の市町村のうち人口が最大の市町村を中心市、その他の
市町村は周辺市町村とする。

論点３．②サービス機能の集約化

「定住自立圏等形成に向けた地域経営推進事業」
※H20.1時点での政府原案
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論点３．②生活関連サービスへのアクセスの確保

過疎地域等における公共交通

過疎地域等では、地域のニーズを踏まえ、コミュニティバスの導入、ＮＰＯや社会福祉法人等による自家輸送や、
スクールバスの住民利用など、各地で従来型の路線バス等の公共交通機関に替わる新たな移動手段の確保が
進められている。

国土計画局作成 3

■運送の種類

交通空白輸送 市町村福祉輸送

道路運送法の該
当条項

法３条１号イ 法３条１号ハ 法３条２号 法の適用外

事業者の許可等
国土交通大臣許可
（法43条1項）

許可不要

運送の需要者 － －
施設利用者等あらか
じめ決められた特定
の者

当該市町村の住民及
びその親族その他当
該市町村に日常の用
務を有する者

当該市町村の住民の
うち移動制約者で
あって市町村に会員
登録を行った者

NPO等の会員であっ
て対象地域の住民そ
の他当該地域におい
て日常の用務を有す
る者

NPO等の会員であっ
て身体障害者、要介
護認定者等の移動制
約者及びその付添人

（例：スクールバス
の無償での住民利用
等）

対象地域 － － －

当該市町村内の過疎
地域や一部の都市地
域などの交通空白地
帯

市町村内（発地・着
地のいずれかが市町
村内にあること）

過疎地域等の市町村
（発地・着地のいず
れかが市町村内にあ
ること）

市町村（発地・着地
のいずれかが市町村
内にあること）

－

事業（運営）主
体

許可を受けた事業者 許可を受けた事業者 許可を受けた事業者 市町村 市町村 ＮＰＯ等 ＮＰＯ等 －

運行主体 （事業主体と同じ） （事業主体と同じ） （事業主体と同じ） 運行委託可 運行委託可 （事業主体と同じ） （事業主体と同じ） －

運転者の要件 ２種免許 ２種免許 ２種免許

２種免許又は
１種免許＋大臣認定
講習（市町村）修了
等

２種免許又は
大臣認定講習（福
祉）修了等※３

２種免許又は
１種免許＋大臣認定
講習（市町村）修了
等

２種免許又は
１種免許＋大臣認定
講習（福祉）修了等
※３

－

使用車両 －
定員１１人未満の自
動車

－
市町村が使用権原を
有する自動車（バス
可）

市町村が使用権原を
有するの自動車（バ
ス不可）

法人等が使用権原を
有する自動車（バス
可）

法人等が使用権原を
有する福祉自動車
（バス不可、乗車定
員１１人未満）

－

運賃等
上限の国土交通大臣
認可

国土交通大臣認可 届出
営利に至らない範囲
（運営協議会の合
意）

営利に至らない範囲
（運営協議会の合
意）

無償

路線等
路線を定めて行う場
合と、定めない場合
がある。

ドア・ツー・ドアの
個別輸送

路線を定めて行う場
合と、定めない場合
がある。

路線を定めて行う。
デマンド輸送の場合
でも、基本となる路
線を定める。

原則としてドア・
ツー・ドアの個別輸
送

路線を定めて行う場
合と、定めない場合
がある。

原則としてドア・
ツー・ドアの個別輸
送

－

事業者数等 554
(H18年度）

222,522
（H19年度、一般法人タ
クシー、福祉・ハイヤー
除く）

129
（H20.3時点）

421市町村
2,017車両
(H20.9時点）

172市町村
543車両
（H20.9時点）

49団体
410車両
（H20.9時点）

2,305団体
13,753車両
（うちセダン7,553車

両）
（H20.9時点）

－

一般乗合旅客運送
一般乗用旅客運送
（タクシー※１）

特定旅客運送

国土交通大臣許可（法4条1項）

自家用有償旅客運送

市町村運営有償運送
自家用車による無償
運送

実費の範囲内（地域公共交通会議で合
意）

法７８条２号

国土交通大臣による登録（法79条）※２

過疎地有償運送 福祉有償運送

※１　いわゆる乗合タクシーは、一般乗合旅客運送の許可を得て行われるものである。
※２　運送の必要性等について、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業、住民等からなる協議会等の合意が必要。
※３　セダン等車両の場合は介護福祉等の資格又は大臣認定講習（セダン）修了等



論点３．②生活関連サービスへのアクセスの確保

（参考）地域公共交通活性化・再生総合事業

地域公共交通活性化・再生法を活用し、鉄道、コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等の多様な地域公共交通の
活性化・再生に取り組む地域の法定協議会に対し、パッケージで一括支援を行う。当該事業は、２０年度に新規創設さ
れたものであるが、２１年度から、調査事業の実施段階への移行や新規事業への対応、補助対象の拡大等のため、
事業の拡充を図る。

協議会

地域公共交通総合連携計画

うち協議会が取り組む事業

「地域公共交通活性化・再生法（平成１９年１０月１日施行）」の法定協議会
市町村

公共交通事業者

道路管理者

住民

公安委員会

等

協議会に対して支援

補助率
①「地域公共交通総合連携計画」 （法定計
画） 策定経費 定額

②総合事業計画に定める事業に要する経費

・実証運行（運航） １／２

・実証運行（運航）以外の事業 １／２※
※政令市が設置する協議会の取り組む事業１/３

制度の特徴
・計画的取組の実現
・協議会の裁量確保
・地域の実情に応じた支援の実現
・事業評価の徹底

【事業例】

◇鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
◇コミュニティバス・乗合タクシー、路線バス活性化の実
証運行
◇空港アクセス改善（空港アクセスバスの実証運行等）
◇コミュニティバス・乗合タクシーの導入の車両整備等
◇旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航
◇鉄道、バス、旅客船、地域航空の利用促進活動等
（広報、イベント等）

◇乗継円滑化（乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、
等）
◇ＬＲＶ（低床式軌道車両）の導入
など

地域公共交通活性化・再生総合事業計画

学校・病院等

H21予算 ４４億円

※H20.1時点での政府原案

4総合政策局資料より国土計画局作成



論点３．②生活関連サービスへのアクセスの確保

コミュニティバス

•美山地区のバス路線は平成20年10月に再編され、現在は３系統のコミュニティバスが、民間事業者によるバスと
連携して運行している。
・寒川地区では、地区中心部～美山支所間の運行となっており、その先の集落の住民は利用しづらいとともに、町
役場や御坊駅までは、民間バスへの乗換えが必要である。
・国庫補助期限の３年後には、さらに約1,100万円の負担増となることから、さらなる経路の縮小などが懸念される。

（路線図トレース中）

■美山地区のバス路線図

■バス輸送人員実績

○地域公共交通活性化・再生総合事業国庫補助
金：11,590千円（３ヵ年度限定）
○残りは町単費：32,455千円

■経費の状況 （民間バスの運営支援等を含む）

日高川町の資料より国土計画局作成

○平日往復４便。
（寒川発： 6:25 、8:22、12:30、17:43 ）
（美山支所で乗り継いで、日高川町役場まで

1時間20分、御坊駅まで1時間35分）
○運賃は一律200円。ただし、高校生以下無料。
（民間バスは別料金）

バス路線のない地域

■運行状況

■寒川地区でバス路線のない住民の移動手段

1.近隣の人に乗せてもらう
2.社会福祉協議会の「外出支援サービス」を利用
・町要綱に基づく事業
・社会福祉協議会の車両、運転手３名登録済
・月額500円、運賃無料。１週間前までに申請
・利用者は美山地区で７～８名程度。
・月平均、 通算５回程度出動。

○再編前の御坊南海バス寒川線（御坊南海バス停～寒川）
年間42,000人（単純平均：59人/日・片道）

（非公開資料）
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論点３．②生活関連サービスへのアクセスの確保

デマンドタクシー

•旧掛合町では、ドア・ツー・ドアを送迎の基本とする乗合タクシー制度を参考として新交通体系を検討し、平成
14年３月より「だんだんタクシー」の運転を開始。
・平成16年の市町村合併後も掛合地区限定で運行。
・医院や商店の買い物客の増加など、地域経済にも効果がみられる。

○送迎 ：ジャンボタクシー（ワゴン車）が自宅まで迎えに
行き、目的地まで運ぶ仕組み

○料金 ：３００円均一（直行便※２００円）
（小学生以下と障害者のみ半額。小児無料。）

○利用方法：利用者は乗りたい便の発車３０分前までに、
予約センターに電話で乗車場所と降車場所を伝える。
（予約のない場合は運休）
○運行エリア：掛合地区内のみ
○基本となる運行ルートは設けるが、乗客の希望する場
所からドア・ツー・ドアで運行する。（基本は、南北の２つ
のゾーンに分け、ゾーンの端と掛合総合センターを結ぶ
ルート。乗り継ぎは、町中心部のショッピングセンターで
可能）
○営業時間：8：30～17：10 （運休日：土・日曜日と祝日）
○便数：夏季が掛合行き６便・南北行き５便、冬季につい
ては掛合行き４便・南北行き４便
（ ※波多地区から朝のみ掛合まで直行便あり。通学等のた

め大東方面への広域路線バスへ乗り継ぎ可能）
○事業手法：市による地元タクシー業者との借り上げ契約
（単年度契約。運転手は地区外居住者）

■「だんだんタクシー」の概要 ■ジャンボタクシー

平成19年度実績：
・利用者数 ： 延べ9,013人
（単純平均：18人/日・片道）
・総事業費 ： 1,535万円
（県支出金：約400万円、残りは市一般財源）
※ スクールバスは並存。

■運行状況

 

市民アンケート（掛合地区に限らず全市住民対象）
・公共交通に満足している人の割合 ： 45.8％

■効果（参考）

雲南市の資料より国土計画局作成

（非公開資料）
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○平成13年3月から開始

○8人乗りのバン

○運行ルート：

居住地区（午前7時30分発）

↓ （所要時間20分）

市街地内の病院

↓ （所要時間5分）

スーパーマーケット

（午後12時半～13時頃発）

↓

居住地区に戻る

一日に一往復

○運行日：月、水、金

○会費のようなもの：往復で1,000円

○事業費：燃料費・運転手の労務費は地

区自治会が、車両点検など本体の維持費

は市が負担している。

○運転手は地元出身の元タクシー運転手。

論点３．②生活関連サービスへのアクセスの確保

自治会借り上げバン

病院

スーパーマーケット

地区

•地区内に医療施設がなく、お年寄りの通院手段の確保が必要なことから、市からバンを借り上げ、送迎事業を
実施している自治会がある。

■事業の概要

○利用者人数：9人／日 （大抵は満席。

人数がそろってから出発）
○1,000円という比較的高額にも地区の
人は納得している。

■利用状況

市の資料より国土計画局作成

（非公開資料）
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道整備交付金とは、地方の自主性、裁量性を高めるための補助金改革と地域再生の観点から創設された地
域再生基盤強化交付金のうち、地域の重要なインフラである道路・農道・林道の一体的整備により地域再生
を図るものです。内閣府に予算が一括計上され、地域の裁量による自由な施設整備、計画申請等の手続の
窓口一本化、事業進捗等に応じた事業間での予算融通や年度間の事業量変更が可能です。道整備交付金
の交付を受けるためには、地域再生計画を策定して、国からの認定を得る必要があります。

（出典）道路局ＨＰより国土計画局作成

対象事
業

市町村道、広域農道、
林道について、
①種類の異なる２以

上の事業を実施するも
の
②各事業が相互に

連携して効果を発揮す
るもの

地域再
生計画
の策定

地方公共団体は単独
又は共同で地域再生
を実現するための事業
として対象となる事業
を盛り込んだ計画を策
定し、内閣府に提出

交付金
の申請・
交付

地域再生計画を国が
認定した場合、その計
画に基づき、施設所管
省庁が年度毎に地方
公共団体からの交付
申請に対して交付金を
交付（事務手続き等の
窓口は一本化）

交付限
度額の
算定

対象事業ごとに現行
の補助事業における
補助率、補助対象範
囲の規定に基づき計
算した額を合計し算定

活用イメー
ジ

論点３． ②生活関連サービスへのアクセスの確保

（参考）道整備交付金
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論点３．③サービスの担い手の構成

過疎集落等振興策の新しい潮流

過疎集落等の振興に関わる昨今の施策の特徴として、１．地方提案型、 ２．外部人材の活用、 ３．
多様な受け皿 の３点が挙げられる。

地方提案型 外部人材の活用 多様な受け皿

支援対象となる主体が、地方公共
団体に限らず、NPOや企業、大学、
住民団体など、従来よりも幅広く
なっている。

例：「新たな公」によるコミュニティ創生
支援モデル事業（国交省）

住民、地域団体、NPO等の多様な主
体が協働し、埋もれゆく地域資源を活
用してコミュニティを創生しようとする活
動をモデル的に支援。（H20創設）

行政だけでなく、NPO、企業等の
多様な民間主体を地域づくりの主
体と位置づけることで、新たな取
組が生まれてくる可能性がある。

例：地方の元気再生事業（内閣官房）

国が予め支援メニューを示すことを
やめ、地域固有の実情に即した先導
的な地域活動等、幅広い取組（地域産
業振興、農村産業振興、生活交通の
確保など）に関する提案を公募。全国
から1,186件の応募があり、120件を選
定。（H20創設）

支援対象となる活動内容の限定
を緩やかにし、地域の創意工夫を
最大限反映するように配慮してい
る。

例：地域再生マネージャー事業（総務
省）

市町村の地域再生の取組を推進す
るため、具体的・実務的ノウハウ等を
有する企業又は人材等を市町村が「地
域再生マネージャー」に選定し、地域
再生に係る業務を委託。（H16～H19）

地域づくりに関する専門的な知識
を持った人材を外部から連れてく
ることにより、効果的な地域づくり
を実現するように配慮している。

地域で不足している専門能力を
持った人材を外部から連れてくるこ
とにより、地域の不安を具体的な解
決策に発展できる可能性がある。

地域のアイデアを引き出すことに
より、まだまだ新しい取組が生ま
れてくる可能性がある。

9



論点３．③サービスの担い手の構成

（参考）総務省「集落支援員」の設置

10
総務省「過疎地域等における過疎対策の推進について」
（平成２０年８月１日）より



論点３．③サービスの担い手の構成

アイルランド西部の辺境地域の協同組合の事例

・アイルランドでは、60年代中期に、志を同じくする住民が出資して特定分野に取り組むCo-operative（地域開発
協同組合）が出現した。現在、アイルランド西部の辺境地域においては23の協同組合があり、活動を続けている。
・責任者（マネージャー）には、高い資質が求められる。いかにして人材を育成・確保するか。

■各協同組合の主な活動

・産業別協同組合として、特定の産業や職場職員の利益を確保（日本の職域生協と類似）

・消費者の利益や安全性を確保（日本の地域生協と類似）

・政府の福祉助成金を基に生活環境を改善

・地方自治体や公営企業に代わってインフラを整備･維持・運営

・ゲール語の普及、地域文化や文化資産を啓発

・独立採算化した事業の売却し、それを資金として非収益活動を展開

■協同組合を支援する団体

○「コーク大学協同組合研究所」
・教育・職業訓練、コンサルティング、研究等、
中間支援を展開

○「ウドラス・ナ・ゲールハルト」（政府公認団体）
・アイルランド西部の23の協同組合のうち19に
対して政府助成金を受け渡し

○政府系公社
・協同組合の責任者（マネージャー）候補生を、
毎年１年かけて育成（５，６人）

資料：アイルランドの協同組合（辺境地域共同体と“Co-operative”）、
（平野秀樹、「農林経済」平成13年8月27日～9月10日）より国土計画局作成 11



■協同組合の責任者（マネージャー）

・協同組合の責任者（マネージャー）の任務は多忙を極め、それをこなす人材の確保は容易ではない。
【活動の例】
・資金調達、帳簿管理 ・事業の直接実施 ・会議の進行・調整役 ・地域住民の動機付け

・求められる能力としては、ゲール語、業務に関する理解、マーケティングやPRに関する深い知識、指導力
と起業能力、こころない批判への忍耐力などがある。

■協同組合の資金源

・多くの協同組合では、自治体や公社との間で施設の運営・維持に関して契約を締結して収入を得ている
が、経費でほぼ全てを消費してしまい、資本形成につながらず、経営は苦しい。
・一方、利益を見込める基幹産業を有する協同組合はその収入を資本形成につなげられるが、収益性を突
き詰めいていくと軌道に乗せるのは容易ではない。
・結局、ウドラスや公社、海運省からの補助金や、基金を拠出する団体からの寄附に依存している。
・それでも足りない場合には、マネージャーや職員たちのサービス残業によって埋め合わせられている。
・裏負担の確保が難しく、協同組合の資産を担保に入れ、銀行からの小口の融資を引き出すほかない。

■その他

・負担金や利益の分配で不都合の生じる業界では協同組合は成立しづらい。（タクシー協同組合は成立し
ても、生クリーム生産の協同組合は上手くいかなかった。）
・スコットランドの各協同組合は、政府の高地･島嶼地域開発庁と蜜月状態で取組みを進めていたが、80年
代後半に政府資金の削減とともに活動が衰退してしまった。
・協同組合は、政府や私企業が失敗した場合に、その代替として登場する。
・かつての共同体を協同組合とするのは困難であり、販売マーケティングや帳簿管理等のノウハウも必要。

資料：アイルランドの協同組合（辺境地域共同体と“Co-operative”）、
（平野秀樹、「農林経済」平成13年8月27日～9月10日）より国土計画局作成
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論点３．③サービスの担い手の構成

過疎地域における産業構造の特徴

複合ｻｰﾋﾞｽ 公務 建設業臨時雇 複合ｻｰﾋﾞｽ 公務 建設業臨時雇 複合ｻｰﾋﾞｽ 公務 建設業臨時雇

非過疎地域 50,657,213 481,817 1,660,120 281,089 1.0 3.3 0.6 0.86 0.96 0.92

過疎地域 2,864,826 80,824 136,213 38,653 2.8 4.8 1.3 2.55 1.39 2.23

みなし過疎地域 1,475,288 30,748 54,515 13,593 2.1 3.7 0.9 1.89 1.08 1.52

一部過疎地域 6,508,646 85,961 247,300 38,303 1.3 3.8 0.6 1.20 1.11 0.97

過疎＋みなし過疎 4,340,114 111,572 190,728 52,246 2.6 4.4 1.2 2.33 1.29 1.99

過疎＋みなし過疎
＋一部過疎

10,848,760 197,533 438,028 90,549 1.8 4.0 0.8 1.65 1.18 1.38

全国 61,505,973 679,350 2,098,148 371,638 1.1 3.4 0.6 1.00 1.00 1.00

特化係数構成比就業者数
全就業者数

•過疎地域においては、非過疎地域と比べて公務や複合サービス業の従業者の構成比が高い。住民（サービス受
益者、対価の支払者）が少ないことによる効率性とビジネスの確立の面から、１組織による複数のサービス提供が
求められているのではないか。また、建設業臨時雇の構成比が全国の２倍を超えることから、人口減少下であっ
ても潜在的な過剰労働力はあるのではないか。

■過疎地域、非過疎地域における就業者の構成

平成17年国勢調査より国土計画局作成
○「公務」：国家公務 （立法・司法・行政機関）、地方公務（都道府県機関 、市町村機関）

○「複合サービス業」：郵便局※、協同組合、農林水産業協同組合、事業協同組合
（p.9組織形態一覧の「E.消費生活協同組合」、「F.農業協同組合」にあたる）

※日本郵政のうち、持ち株会社、事業会社、局会社が、大分類「運輸・郵便業」 、保険会社、銀行が、大分類「金融業・保険業」 、

それらを複合的に行っている事業所が、大分類「複合サービス業」に分類される。

○「建設業臨時雇」：建設業のうち、日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人

特化係数＝（ 当該地域の当該業種の就業者数の構成比／全国の当該業種の従業者数の構成比 ）

13国勢調査、日本標準産業分類より国土計画局作成



■産業分類別就業者数から 複合サービス業の特化係数

○ 過疎関係自治体のみ表示

平成17年国勢調査より国土計画局作成
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■産業分類別就業者から 複合サービス業の特化係数

○ 非過疎自治体のみ表示

平成17年国勢調査より国土計画局作成
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■産業分類別就業者数から 公務の特化係数

○ 過疎関係自治体のみ表示

平成17年国勢調査より国土計画局作成
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■産業分類別就業者数から 公務の特化係数

○ 非過疎自治体のみ表示

平成17年国勢調査より国土計画局作成
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■産業分類別就業者数から 建設業臨時雇の特化係数

○ 過疎関係自治体のみ表示

18

平成17年国勢調査より国土計画局作成



■産業分類別就業者数から 建設業臨時雇の特化係数

○ 非過疎自治体のみ表示

19

平成17年国勢調査より国土計画局作成



論点３．③既存の組織の活用

郵便局数の推移と簡易郵便局

・平成１９年１０月より、郵便局（株）、郵便事業（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険に民
営化

・郵便局は２０年１２月現在、全国で約２４，５００局。
・簡易郵便局の割合は全体の約１７％。
・日本の人口１億２７７０万人を郵便局数で割ると、１局あたり平均約５２００人をカバー。
・郵便局数は全国の小学校数約２２，５００校とほぼ同程度。

郵便局数の推移

平成１６年度 平成１８年度 民営化時

（１９．１０．１）

平成２０年１２月

直営郵便局 ２０，２３１ ２０，２１８ ２０，２４１ ２０，２４６

簡易郵便局

（うち一時閉鎖）

４，４４７

（１６２）

４，３５６

（３０７）

４，２９９

（４１７）

４，２９３

（３９８）

合 計 ２４，６７８ ２４，５７４ ２４，５４０ ２４，５３９

（郵便局（株）資料より国土計画局作成）
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論点３．③既存の組織の活用

簡易郵便局の受託者と一時閉鎖局の閉鎖理由

・簡易郵便局において一時閉鎖している局が４００程度。
・一時閉鎖の解消のため、取扱手数料の引き上げなどの措置を実施。
・一方で簡易郵便局の受託者は個人が８割を超える。
・閉鎖理由としては、受託者の病気、高齢化と委託先である農協支所等の統廃合、事務効率化によるものが多く、
合わせて全体の９割を占める。

地方公
共団体

農協

個人

個人

農協

漁協

地方公共団体

法人

簡易郵便局の受託者

（２０年１１月末現在） 個人が約８６％を占
める。長期的な業務
の継続が課題（受託
の後継者など）

委託先農
協支所等
の統廃合

受託者都
合（病気、
高齢等）

受託者死亡

受託者都合（病
気、高齢等）

受託地方公共団体
の申し出

委託先農協支所等
の統廃合

その他

一時閉鎖局の閉鎖理由

（２０年９月現在）

一時閉鎖の理由は、
受託者個人の病気・
高齢化と委託先の
統廃合で９０％を占
める

（郵便局（株）資料より国土計画局作成）
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論点３．③既存の組織の活用

郵便局が受託している市町村業務 ・郵便局と支所の併設

・郵便局（直営局）は、市町村から住民票の写し等の証明書交付業務の他、ゴミ袋、公営バス回数券の販売を有
償で受託し、行政サービスの提供を行っている。

・また、郵便局舎内への地方公共団体支所の併設や地方公共団体支所への郵便局の移設を行い、住民にワンス
トップサービスを提供している事例がある。
・その他、外務員の活用による高齢者を対象とした生活状況の確認、生活用品等の注文などの「ひまわり」サービ
スについては、全国１４８市町村で実施（２０年３月現在）。

地方公共団体向けサービス（２０年９月現在）

取り扱い団体数 取り扱い郵便局数

証明書交付事務 戸籍謄本、抄本、

住民票の写し 等

１４７ ５５７

受託交付事務 敬老優待券 等 ９ １，３５６

受託販売事務 ゴミ処理券、ゴミ袋、

公営バス回数券等

１０５ １，３９８

その他 住宅再建共済制度の加入
申込取次ぎ 等

２ １，２３８

合計 ２３９ ３，９８９

郵便局舎内への地方公共団体支所の併設 ： ５市町村 ７局

地方公共団体支所への郵便局の併設（移設）： ３市町 ３局

（郵便局（株）資料より国土計画局作成）
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論点３．③既存の組織の活用

閉鎖中の簡易郵便局の対策

・閉鎖中の簡易郵便局の緊急対策として、渉外社員による場所・曜日・時間定めた出張サービス、車両の利用に
よる移動郵便局を実施している。
・移動郵便局用の車両は現在１台のみ。一時閉鎖となっている簡易郵便局の代替措置。

移動郵便局

（愛知県豊田市）

出張サービス等

実施数

（Ｈ２０．１２現在）

一時閉鎖 出張サービス 移動郵便局

局 数 ４０４ １４２ ２

（郵便局（株）資料より国土計画局作成）

業務内容：
郵便窓口業務
ATMによる預貯金の受払いなど
場所・営業日等：
小原福祉センターふくしの里
毎週火曜日 10:30～12:30

御作（みつくり）公民館
毎週金曜日 10:30～12:30

愛称 ポスクル

（郵便局（株）記者発表より国土計画局作成）
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論点３．③既存の組織の活用

郵便局の進退の状況

•郵便局は、平成２年から18年の間で全国計では増加しているものの、過疎関係市町村内では4.0％減少している。
・中国ブロックでは、均等に郵便局が設置される傾向がある。

■ 過疎関係市町村における郵便局の進退状況

国土交通省国土数値情報より国土計画局作成

地図情報により、平成１８年時点の過疎関係市町村で整理した郵便局数

平成2年 平成18年 16年間増減割合増減率
過疎地域 5,953 5,753 -4.0%
非過疎地域 17,728 18,628 4.7%
合計 23,681 24,381 2.5%

平成2年4月 平成18年4月
1,143 739
35.2% 40.6%
2,102 1,082
64.8% 59.4%

合計 3,245 1,821

過疎地域

非過疎地域

■ 過疎市町村の数の推移

総務省自治行政局過疎対策室
「過疎対策の現況」（平成2年度版、平成18年度版）より国土計画局作成
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■ 郵便局の進退状況

○ 東北圏

国土交通省国土数値情報より国土計画局作成
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■ 郵便局の進退状況

○ 中国圏

国土交通省国土数値情報より国土計画局作成



論点３．③既存の組織の活用

コンビニエンスストア内の簡易郵便局

・過疎地にあるコンビニエンスストアの店舗内に簡易郵便局を開設する動きがある。
・しかし、既存の郵便局舎内にコンビニエンスストアを開店する事例は都市部。
・過疎地では郵便局と共同搬送を実施している事例がある。

ローソン坂城村上店（長野県）・上五明簡易郵便局（予定）

ローソン店内に上田郵便局上五明分室を設置し、
上田郵便局の局員が出向いて郵便局業務を行う。
ローソン店舗オーナーは、分室開局期間内に、必要
な研修を終了し、銀行代理業の再受託の許可を得る

などの準備を行い、簡易郵便局の受託を目指す予定。

高知県内では、ローソンと郵便事業会社が、手紙な
どを運ぶ郵便輸送車に、お弁当などの商品を一緒に
積み込む共同配送により、輸送の効率化を図り、コス
トを節減している。

（株）ローソンＨＰ等より国土計画局作成）
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論点３．③既存の組織の活用

コンビニエンスストア商品の移動販売

・コンビニエンスストアの商品を車両に積み込み販売する動きがある。
・過疎地ではないが、直営店が工場へ車両で商品を搬送し、販売している事例がある。

・過疎地のフランチャイズ契約店が移動販売している事例がある。

モバイルローソン号

大阪府牧方市の工業団地内において、
平日の日中（午前１１時～午後２時）に
５０アイテム（お弁当、飲料など）を販売。

（（株）ローソン資料より国土計画局作成）

鳥取県江府町の食品小売業の安達商
事が、ローソンとフランチャイズ契約し、
江府町、伯耆町でお弁当などの食品の
移動販売を開始。

（江府町商工会ＨＰより国土計画局作成）

29



論点３．③既存の組織の活用

全国のＪＡ数・ＪＡ店舗数（信用事業を実施）の推移

・全国の総合ＪＡは事業基盤の強化と経営基盤の確立を図るため、全国で合併を進めている。
・同様に信用事業を行っているＪＡ店舗数も減少している。

全国で合併が進み、平
成元年には３８９９あった
ものが２１年１月１日現在、
７５７と約２割に減少して
いる。
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4500

元年度 ５年度 １０年度 １５年度 21年1月

総合ＪＡ数

（ＪＡ ＨＰより国土計画局作成）
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ＪＡ店舗数
信用事業を実施している
ＪＡ店舗数も、平成２０年３
月現在、平成５年度の７割
弱に減少している。

（ＪＡ ＨＰ等より国土計画局作成）
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論点３．④高等教育サービスを受けやすくする仕組み

奨学金の貸与額と申込資格の例

（出典）独立行政法人 日本学生支援機構資料より国土計画局作成

※第二種奨学金（利息付）については、年収・所得の上限額は上がり、貸与月額は3万円、5万円、8万円、10万円、12万円から自由選択。
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【採択基準】

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第12条により、都道府県が施行する急傾斜地崩壊防止工事のうち、次の各号
に該当する場合で事業費7,000万円以上のもので、かつ原則として、当該急傾斜地崩壊防止工事によって被害が軽減される地域
内において、土砂災害危険箇所の公表等の警戒避難体制にかかわる措置がなされているもの。

①急傾斜地の高さが10ｍ以上であること

②移転適地がないこと

③次のいずれかに該当するもの

イ 人家おおむね10戸（公共的建物を含む）以上に倒壊著しい被害を及ぼすおそれのあるもの

ただし、市町村地域防災計画に位置づけられている避難路を有する急傾斜地の場合は、「7,000万円」を「8,000万円」に、「10戸」
を「5戸」に読み替える。さらに風倒木の発生の著しい地域（「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」）第2条
第1 項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同法第11条の2に基づく森林災害復旧事業を行う地域で、災害発生の翌年
から起算しておおむね5年以内の地域）における公共施設に関連する急傾斜地及び児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更
正援護施設、知的障害者援護施設、医療提供施設、幼稚園、生活保護法に基づく救護施設・厚生施設・医療保護施設、学校教育
法に基づく盲学校・聾学校・養護学校（以下「災害時用援護者関連施設」という）を有する急傾斜地の場合は、「10戸」を「5戸」に読
み替えるものとする。この場合、災害時用援護者関連施設については、収容人員等3人を人家1戸に相当するものとして換算でき
るものとする。

ロ 市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所及び災害対策本部を設置することが規定されている施設、又はこれ
に準ずる施設、警察署、消防署、その他市町村地域防災計画上重要な施設に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれのあるもの。

【補助率】 １／２

急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによって、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命
を保護し、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。

１ 事業内容

急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合、
擁壁工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止する工事を行う。

（社）全国治水砂防協会「砂防関係事業の概要（Ｈ１９年１０月作成）」より国土計画局作成

論点３．⑤既存の制度

（参考）急傾斜地崩壊対策事業
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論点３．⑤既存の制度

（参考）中山間地域における地域防災力の強化

土砂災害により社会・経済的に壊滅的な被害が生じやすい中山間地域において、各集落に
ついて防災力アセスメントを実施し、各集落の警戒避難体制の強化や避難場所等の人命保
護上重要な施設の保全を図るとともに、地域全体の防災上の核となる集落（防災基幹集落
(仮称)）を抽出し重点的に保全することで、地域全体の防災力を向上させ、国土保全上重要
な中山間地域の安全性を確保する。

河川局資料より国土計画局作成 33



論点３．⑤既存の制度

（参考）地域情報通信基盤整備推進交付金

地域の特性に応じた情報通信基盤の整備を支援し地域間の情報格差(デジタル・ディバ
イド)を是正するとともに、その利活用を促進することにより、地域住民の生活の向上及
び地域経済の活性化を図る。

センター施設
外構施設
受電設備
電源設備
スタジオ施設
伝送施設
監視装置
測定器

用地取得費・道路設備費
局舎

構内伝送路
送受信装置

センター施設
外構施設
受電設備
電源設備
スタジオ施設
伝送施設
監視装置
測定器

用地取得費・道路設備費
局舎

構内伝送路
送受信装置海底分岐装置

本体施設本体施設 附帯施設附帯施設 サービスサービス

ケーブルテレビケーブルテレビ

ＡＤＳＬＡＤＳＬ

アンテナ施設

ヘッドエンド

デジタル加入者回線多重化装置

地域の知恵と工夫を活かしつつ、柔軟かつ効率的な情報格差の解消を推進

センター施設
外構施設
受電設備
電源設備
スタジオ施設
伝送施設
監視装置
測定器

用地取得費・道路設備費
局舎

構内伝送路
送受信装置

センター施設
外構施設
受電設備
電源設
備スタジオ施設
伝送施設
監視装置
測定器

用地取得費・道路設備費
局舎

構内伝送路
送受信装置

衛星地球局

海中中継装置

海底分岐装置

本体施設本体施設 附帯施設附帯施設 サービスサービス

ケーブルテレビケーブルテレビ

ＡＤＳＬＡＤＳＬ

アンテナ施設

ヘッドエンド

光電変換装置

デジタル加入者回線多重化
装置

地域の知恵と工夫を活かしつつ、柔軟かつ効率的な情報格差の解消を推進

衛星ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ

ＡＤＳＬ

１ 施策の概要
ＦＴＴＨ、ケーブルテレビ、ＡＤＳＬ、衛星など地域間の情
報格差是正に必要となる施設を幅広く支援の対象とする
ことにより、地域の柔軟かつ効率的なＩＣＴ基盤整備を推
進。定住自立圏の取組を推進するための基盤整備等を
積極的に支援。
○ 交付対象主体及び交付率
①条件不利地域に該当する市町村（交付率：１/３）
（注）条件不利地域とは、過疎、辺地、離島（奄美
及び小笠原を含む。）、半島、山村、豪雪及び沖縄

県
のこれらに類する地域をいう。
②①を含む合併市町村又は連携主体（交付率：１/３）
（注1）合併が行われた日の属する年度及びこれに
続く３年度に限り交付対象とする。
（注2）定住自立圏の取組を推進するための基盤と
なる設備として、遠隔医療等に不可欠な送受信装置
等も交付対象。

③第三セクター法人（交付率：１/４）

２ イメージ図

 ＩＣＴ利活用の取組 

地域課題の解決促進、地域経済の活性化 

 
ＩＣＴ利活用の取組 

３ 開始年度
１８年度

４ 所要経費
平成２１年度予定額 平成２０年度予算額

一般会計 ７，８７０百万円 ６，２００百万円 34総務省情報流通行政局資料より国土計画局作成



論点３．⑤既存の制度

（参考）地域イントラネット基盤施設整備事業

地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図るため、学校、 図書館、公民館、市
役所などを高速・超高速で接続する地域公共ネットワークの整備に取り組む地方公共団体
等を支援。

１ 施策の概要
学校、図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続する地域公
共ネットワークを整備することにより、電子自治体を推進するとともに、市
町村合併の推進等を重点的に支援。

(1) 実施主体 都道府県、市町村、第三セクター及び複数の地方公共団体
の連携主体

(2)補助対象経費 ①施設・設備費（センター施設、映像ライブラリー装置、
送受信装置、構内伝送路、双方向画像伝送装置、伝送施設等）

②用地取得費・道路費
補助率①都道府県、市町村単独の場合 及び 都道府県、

政令市、中核市から成る連携主体の場合 １／３
②①以外の連携主体、
合併市町村（ただし、合併年度及びこれに続く一年度に限る。）
の場合及び沖縄県、沖縄県内の市町村 １／２

③離島 ２／３
④第三セクターの場合 １／４

(4) その他①あらかじめケーブルテレビ等への開放を目的とする整備を可
能とする。
②あらかじめ高速・超高速インターネットアクセス提供事業への開放を
目的とする整備を可能とする。

２ イメージ図

 

地域公共ネットワーク

公民館等 小中高校等 

教育・講習に活用

保健医療情報システム

保健所 

インターネット 
市役所 

情報通信センター 

防災情報システム

行政情報システム

教育情報システム

プロバイダ

駅

住民が利用

図書館

３ 開催年度

平成１０年度

４ 所要経費
平成２１年度予定額 平成２０年度予算額

一般会計 ２，２４０百万円 ３，３６５百万円 35総務省情報流通行政局資料より国土計画局作成


